
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
提
出

質

問

第

一

三

号

北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
ル
ー
ト
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

田

島

一

成

13



北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
ル
ー
ト
整
備
に
関
す
る
質
問
主
意
書

北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
ル
ー
ト
に
つ
い
て
、
与
党
整
備
新
幹
線
建
設
推
進
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
「
中
間
と
り
ま
と
め
」

と
し
て
絞
り
込
ま
れ
た
、
①
小
浜
舞
鶴
京
都
ル
ー
ト
（
敦
賀
駅－

小
浜
市
附
近－

舞
鶴
市
附
近－

京
都
駅－

新
大
阪
駅
）
、
②

小
浜
京
都
ル
ー
ト
（
敦
賀
駅－

小
浜
市
附
近－

京
都
駅－

新
大
阪
駅
）
、
③
米
原
ル
ー
ト
（
敦
賀
駅－

米
原
駅
）
の
三
ル
ー
ト

案
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
省
が
着
工
の
判
断
に
資
す
る
項
目
の
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
が
今
秋
ま
で
に
報
告
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。

北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
の
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
厳
し
い
財
政
の
制
約
も
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
、
従
来
の
二
十
世
紀
型
公
共

事
業
の
延
長
線
に
あ
る
国
土
強
靱
化
で
は
な
く
、
自
然
と
共
生
し
、
ス
リ
ム
で
し
な
や
か
な
国
土
を
形
成
す
る
、
二
十
一
世
紀

型
社
会
資
本
整
備
を
念
頭
に
ル
ー
ト
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
り
、
国
民
全
体
の
効
用
と
経
済
合
理
性
に
優
れ
る
「
米
原
ル
ー

ト
」
が
最
適
と
考
え
る
。

よ
っ
て
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
三
〇
二
号
）
、
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
一
九
一

号
）
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

北
陸
新
幹
線
敦
賀
・
大
阪
間
の
完
成
時
期
に
つ
い
て

一



平
成
二
十
三
年
十
二
月
二
十
六
日
付
け
「
整
備
新
幹
線
の
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
政
府
・
与
党
確
認
事
項
）
に
お
い
て
、

整
備
新
幹
線
の
着
工
に
あ
た
っ
て
は
、
整
備
期
間
を
通
じ
た
安
定
的
な
財
源
見
通
し
の
確
保
が
必
要
な
こ
と
か
ら
、
北
陸
新

幹
線
敦
賀
以
西
の
整
備
に
つ
い
て
は
、
「
財
源
の
限
界
等
か
ら
新
た
な
三
区
間
に
係
る
事
業
が
完
了
す
る
ま
で
の
間
の
整
備

は
難
し
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
建
設
が
行
わ
れ
て
い
る
整
備
新
幹
線
三
区
間
の
う
ち
、
最
も
時
日
を
要
す
る
北
海
道

新
幹
線
札
幌
延
伸
は
平
成
四
十
二
年
度
末
の
完
了
・
開
業
と
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
国
土
交
通
省
に
お
い
て
は
、
与
党
が
絞
り
込
ん
だ
北
陸
新
幹
線
敦
賀
・
大
阪
間
の
三
ル
ー
ト
案
に
つ
い
て
、
こ
の

秋
を
目
途
と
し
て
、
将
来
の
着
工
の
判
断
に
資
す
る
た
め
の
調
査
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
東
海
旅
客
鉄
道
株

式
会
社
が
リ
ニ
ア
中
央
新
幹
線
東
京
・
名
古
屋
間
の
平
成
三
十
九
年
開
業
に
向
け
建
設
工
事
を
進
め
る
と
と
も
に
、
政
府
に

お
い
て
は
大
阪
延
伸
の
前
倒
し
議
論
を
始
め
て
い
る
な
ど
、
北
陸
新
幹
線
敦
賀
・
大
阪
間
の
着
工
・
完
成
時
期
を
ど
の
よ
う

に
想
定
す
る
か
で
、
国
土
交
通
省
が
実
施
し
て
い
る
調
査
の
前
提
が
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
も
の
と
思
料
さ
れ
る
。
調
査
を

実
施
す
る
う
え
で
必
要
な
前
提
で
も
あ
る
、
北
陸
新
幹
線
敦
賀
・
大
阪
間
整
備
の
完
成
時
期
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。

二

社
会
資
本
の
純
現
在
価
値
に
つ
い
て

二



社
会
資
本
は
、
費
用
や
便
益
の
発
現
が
長
期
に
わ
た
る
た
め
、
発
現
時
期
の
異
な
る
費
用
や
便
益
を
適
切
に
評
価
す
る
必

要
が
有
る
。
こ
の
た
め
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
」
に
基
づ
く
「
鉄
道
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
の
評
価
手
法
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
二
〇
一
二
年
改
訂
版
）
」
で
は
、
社
会
的
割
引
率
を
用
い
て
、
異
な
る
発
現
時
期
の
費
用

や
便
益
を
現
在
価
値
に
割
り
戻
し
て
合
計
し
、
費
用
便
益
分
析
の
評
価
指
標
を
算
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
社
会
的
割
引
率
は
「
公
共
事
業
評
価
の
費
用
便
益
分
析
に
関
す
る
技
術
指
針
」
（
平
成
二
十
一
年
六
月
国
土
交
通

省
）
で
四
％
と
さ
れ
、
費
用
や
便
益
の
計
算
対
象
期
間
は
、
建
設
期
間
に
供
用
開
始
か
ら
耐
用
年
数
を
勘
案
し
た
五
十
年
を

加
え
た
年
数
の
各
年
の
現
在
価
値
の
合
計
と
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
建
設
期
間
が
長
い
ほ
ど
、
現
在
価
値
に
割
り
戻
し
た
総
便
益
及
び
総
費
用
は
小
さ
な
値
と
な
る
が
、
特
に

便
益
は
、
供
用
開
始
に
よ
っ
て
初
め
て
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
建
設
期
間
の
長
短
に
よ
り
、
そ
の
値
が
大
き
く
上
下
す
る
。
社

会
的
割
引
率
四
％
で
建
設
に
十
年
要
し
た
場
合
、
供
用
開
始
初
年
度
の
便
益
は
割
り
戻
す
前
の
約
六
十
七
％
で
あ
る
が
、
建

設
に
二
十
年
要
し
た
場
合
に
は
約
四
十
五
％
ま
で
小
さ
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
建
設
期
間
の
設
定
は
、
費
用
便
益
分
析
の
結
果
を
大
き
く
左
右
す
る
も
の
と
思
料
さ
れ
、
調
査
を
実
施
す
る

う
え
で
必
要
な
前
提
で
も
あ
る
、
北
陸
新
幹
線
敦
賀
・
大
阪
間
整
備
に
つ
い
て
の
建
設
期
間
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示

三



さ
れ
た
い
。

三

社
会
資
本
整
備
の
意
義
に
つ
い
て

前
回
の
質
問
で
新
規
の
新
幹
線
鉄
道
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
評
価
す
る
際
の
基
準
を
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
整
備
新
幹
線

整
備
事
業
の
新
規
事
業
採
択
に
当
た
っ
て
は
、
『
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
』
（
平

成
二
十
三
年
四
月
一
日
付
け
国
官
総
第
三
百
六
十
七
号
・
国
官
技
第
四
百
二
十
二
号
国
土
交
通
事
務
次
官
通
知
）
等
に
基
づ

き
、
費
用
便
益
分
析
、
地
域
経
済
効
果
、
環
境
へ
の
効
果
又
は
影
響
、
安
全
へ
の
効
果
又
は
影
響
等
の
項
目
に
つ
い
て
、
総

合
的
に
評
価
を
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
」
と
す
る
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
国
土
交
通
省
所
管
公
共
事
業
の
新
規
事
業
採
択
時
評
価
実
施
要
領
」
で
は
、
「
公
共
事
業
の
効
率
性
及
び
そ
の
実

施
過
程
の
透
明
性
の
一
層
の
向
上
を
図
る
た
め
、
新
規
事
業
採
択
時
評
価
を
実
施
す
る
。
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い
う
「
公

共
事
業
の
効
率
性
」
と
は
何
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
機
能
と
公
共
事
業
の
効
率
性
の
比
較
考
量
に
つ
い
て

前
回
質
問
主
意
書
で
、
「
敦
賀
開
業
時
点
で
の
北
陸
新
幹
線
が
有
す
る
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
機
能
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。
」
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
九
〇
第
三
〇
二
号
）
で
は
、
「
西
日
本
旅
客
鉄

四



道
株
式
会
社
の
新
快
速
列
車
等
が
京
阪
神
都
市
圏
と
敦
賀
駅
と
の
間
で
運
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
北
陸
新
幹
線
金
沢
・

敦
賀
間
が
開
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
敦
賀
駅
に
お
い
て
新
幹
線
と
こ
れ
ら
の
新
快
速
列
車
等
が
接
続
で
き
る
と
い
う
限

り
に
お
い
て
、
幹
線
鉄
道
の
多
重
化
が
確
保
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」
と
す
る
答
弁
を
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
答
弁
か
ら
、
北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
の
整
備
に
つ
い
て
、
既
に
確
保
さ
れ
て
い
る
幹
線
鉄
道
の
多
重
化
（
リ
ダ
ン
ダ

ン
シ
ー
）
を
ル
ー
ト
検
討
の
指
標
に
す
る
こ
と
は
、
公
共
事
業
の
効
率
性
の
観
点
か
ら
必
要
性
に
乏
し
い
も
の
と
考
え
る

が
、
北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
の
整
備
に
求
め
る
リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
機
能
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

五

北
陸
新
幹
線
の
基
本
計
画
に
つ
い
て

全
国
新
幹
線
鉄
道
整
備
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
。
以
下
、
「
全
幹
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
基

づ
く
基
本
計
画
（
以
下
、
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
北
陸
新
幹
線
の
主
要
な
経
過
地
を
示
さ

れ
た
い
。

六

北
陸
新
幹
線
の
整
備
計
画
に
つ
い
て

基
本
計
画
は
、
政
令
に
よ
り
、
建
設
線
の
路
線
名
、
起
点
、
終
点
及
び
主
要
な
経
過
地
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
、
全
幹
法

五



第
七
条
第
一
項
に
基
づ
く
整
備
計
画
（
以
下
、
「
整
備
計
画
」
と
い
う
。
）
に
は
政
令
に
よ
り
、
走
行
方
式
、
最
高
設
計
速

度
、
建
設
に
要
す
る
費
用
の
概
算
額
、
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

北
陸
新
幹
線
の
整
備
計
画
に
あ
る
「
そ
の
他
必
要
な
事
項
」
の
う
ち
の
主
要
な
経
過
地
に
記
載
さ
れ
、
基
本
計
画
に
は
記

載
さ
れ
て
い
な
い
主
要
な
経
過
地
が
あ
る
場
合
、
当
該
経
過
地
の
全
幹
法
上
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ

れ
た
い
。

七

新
幹
線
鉄
道
の
路
線
に
つ
い
て

全
幹
法
第
一
条
に
お
い
て
、
「
こ
の
法
律
は
、
高
速
輸
送
体
系
の
形
成
が
国
土
の
総
合
的
か
つ
普
遍
的
開
発
に
果
た
す
役

割
の
重
要
性
に
か
ん
が
み
、
新
幹
線
鉄
道
に
よ
る
全
国
的
な
鉄
道
網
の
整
備
を
図
り
、
も
つ
て
国
民
経
済
の
発
展
及
び
国
民

生
活
領
域
の
拡
大
並
び
に
地
域
の
振
興
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
」
と
し
、
同
法
第
三
条
に
お
い
て
、
「
新
幹
線
鉄

道
の
路
線
は
、
全
国
的
な
幹
線
鉄
道
網
を
形
成
す
る
に
足
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
全
国
の
中
核
都
市
を
有
機
的
か
つ
効

率
的
に
連
結
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
し
う
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
第
三
条
に
お
け

る
「
中
核
都
市
」
の
定
義
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

八

北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
ル
ー
ト
に
係
る
国
土
交
通
省
調
査
に
つ
い
て

六



前
回
の
質
問
で
、
国
土
交
通
省
が
北
陸
新
幹
線
敦
賀
以
西
ル
ー
ト
に
つ
い
て
改
め
て
調
査
す
る
目
的
を
問
う
た
と
こ
ろ
、

「
北
陸
新
幹
線
敦
賀
・
大
阪
間
に
つ
い
て
、
所
要
時
分
、
路
線
延
長
、
概
算
事
業
費
、
需
要
見
込
み
等
の
具
体
的
な
ル
ー
ト

の
選
定
の
検
討
を
行
う
た
め
に
必
要
と
な
る
項
目
に
つ
い
て
、
分
析
し
、
及
び
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
」
と

す
る
答
弁
を
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
類
の
調
査
は
、
全
幹
法
に
よ
る
と
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
基
本
計
画
を
決
定
し

よ
う
と
す
る
場
合
に
必
要
な
政
令
に
基
づ
く
調
査
と
、
第
七
条
の
整
備
計
画
を
決
定
す
る
際
に
必
要
な
第
五
条
第
一
項
に
基

づ
く
調
査
が
あ
る
が
、
国
土
交
通
省
が
実
施
し
て
い
る
調
査
は
全
幹
法
の
何
れ
の
条
項
に
基
づ
く
調
査
な
の
か
、
政
府
の
見

解
を
示
さ
れ
た
い
。

九

根
元
受
益
の
取
扱
い
に
つ
い
て

前
々
回
の
質
問
で
、
北
海
道
新
幹
線
（
新
青
森
〜
新
函
館
）
、
北
陸
新
幹
線
（
上
越
〜
金
沢
）
の
根
元
受
益
と
は
、
具
体

的
に
ど
の
整
備
新
幹
線
区
間
に
係
る
根
元
受
益
を
指
す
の
か
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
北
海
道
新
幹
線
（
新
青
森
・
新
函
館
北
斗

間
）
に
係
る
も
の
は
東
北
新
幹
線
（
八
戸
・
新
青
森
間
）
等
の
営
業
主
体
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
、
北
陸
新
幹
線
（
上
越
妙

高
・
金
沢
間
）
に
係
る
も
の
は
北
陸
新
幹
線
（
長
野
・
上
越
妙
高
間
）
等
の
営
業
主
体
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
日
本
に
、
そ
れ
ぞ
れ

生
じ
る
受
益
を
指
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
」
と
す
る
答
弁
を
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
北
海
道
新
幹
線
（
新
青
森
・
新

七



函
館
北
斗
間
）
の
営
業
を
開
始
す
る
こ
と
に
よ
り
、
東
北
新
幹
線
（
八
戸
・
新
青
森
間
）
等
の
営
業
主
体
で
あ
る
Ｊ
Ｒ
東
日

本
に
生
じ
る
受
益
」
を
根
元
受
益
と
し
、
「
当
該
受
益
の
程
度
を
勘
案
し
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と
協
議
し
た
結
果
、
毎
事
業
年
度

に
お
い
て
Ｊ
Ｒ
東
日
本
か
ら
支
払
を
受
け
る
額
は
二
十
二
億
円
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
」
と
あ
る
。

新
た
に
建
設
す
る
整
備
新
幹
線
の
早
期
着
工
の
た
め
の
財
源
確
保
の
観
点
、
ま
た
、
国
民
の
税
負
担
に
お
い
て
賄
わ
れ
た

整
備
新
幹
線
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
の
帰
属
が
公
益
と
私
益
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
し
な
い
た
め
に
も
、
根
元
受
益
の
算
定
に

当
た
っ
て
は
、
受
益
の
及
ぶ
全
て
の
区
間
を
勘
案
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
こ
の
Ｊ
Ｒ
東
日
本
か
ら
毎
事
業
年
度
に
支
払
を
受

け
る
二
十
二
億
円
と
は
、
ど
の
路
線
の
ど
の
区
間
の
受
益
の
程
度
と
し
て
勘
案
し
た
の
か
具
体
的
に
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

八


